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第 1 訴え変更後の請求の趣旨

1 外務大臣が原告に対し平成 2 7 年 4 月 1 7 日付けでした行政文害の開示請求

に係る決定のうち、別紙文書目録記載の行政文書を全部不開示とする部分（但

し、外務大臣が平成 28 年 3 月 3 0 日付けでした決定の変更により開示した部

分及び平成 2 9 年 1 0 月 3 1 日付けでした決定の変更により開示した部分を

除く）を取消す。

2 外務大臣は、原告に対し、別紙文書目録記載の行政文書（但し、外務大臣が

平成 2 8 年 3 月 3 0 日付けでした決定の変更により開示した部分及び平成 2

9 年 1 0 月 3 1 日付けでした決定の変更により開示した部分を除く）を全部開

示するとの決定をせよ。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第 2 訴え変更の理由

外務大臣は、本申立書別紙記載の行政文書について、本件訴訟係属後である

2 0 1 6 （平成 2 8) 年 3 月 3 0 日及び 2 0 1 7 （平成 2 9) 年 1 0 月 3 1 日

に、それぞれ決定を変更して追加的に部分開示をした。そのため、その開示部

分に関する訴えを、原告は、処分の取消しの訴え及び義務付けの訴えの双方に

つき取り下げる。本件訴えの変更は、それに対応して、訴えの一部を変更（減

縮）するものである。

以上
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